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学習指導要領等の改訂に関するスケジュール（イメージ）

令和７年度
（2025）

８年度
(2026）

９年度
(2027）

10年度
(2028）

11年度
(2029）

12年度
(2030）

13年度
(2031）

14年度
(2032）

15年度
(2033）

16年度
(2034）

17年度
(2035）

18年度
(2036）

19年度
(2037）

周知 令和10年度～全面実施

改
訂

中
央
教
育
審
議
会

答
申

令和12年度～全面実施

令和13年度～全面実施

改
訂

著作・
編集 検定 採択・

供給
使用
開始

※２ 移行期間の具体的な時期や先行的に実施する内容については今後検討
※３ 特別支援学校学習指導要領（幼稚部及び小学部・中学部）については、幼稚園・小学校・中学校、特別支援学校学習指導要領（高等部）については、高等学校と同様のスケジュールを想定

中央教育審議会
審議

令和14年度～
入学生から順次実施

①段階的・継続的な
周知・浸透
②実験校等を活用した
先進的取組の推進

※前回改訂と同様のスケジュールと仮定した場合であり、今後変更の可能性がありうる。

改訂の基本的な方向性
＠教育課程企画特別部会
令和７年９月に論点整理のとり
まとめ

各教科等の具体的な方向性
＠各教科等別の専門部会等
令和８年夏頃にとりまとめ

答申に向けた総括的な検討
教育課程部会での「審議まとめ」
やパブリック・コメントを経て令和
８年度中に「答申」のとりまとめ

小
学
校

中
学
校

高
等
学
校

幼
稚
園

令和16年度～全面実施

著作・
編集

※高等学校は
低中高の学年に
分けて毎年検定

周知・移行期間

周知・移行期間

周知・移行期間

※２

※２

※２

著作・
編集 検定

採択・
供給

使用
開始

著作・
編集 検定 採択・

供給

著作・
編集 検定 採択・

供給
使用
開始

著作・
編集

検定 採択・
供給

使用
開始

著作・
編集

検定

著作・
編集 検定 採択・

供給
使用
開始

著作・
編集

検定
採択・
供給

使用
開始

（教科書）

（教科書）

（教科書）
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国語WG 外国語WG 社会・地理歴史・公民WG

算数・数学WG

特別活動WG

理科WG

芸術WG

情報・技術WG

家庭WG

道徳WG

体育・保健体育、健康、安全WG

生活、総合的な学習・探究の時間WG

産業教育WG

不登校児童生徒に係る特別の教育課程WG

幼児教育WG 特別支援教育WG

中央教育審議会教育課程部会

教育課程企画特別部会

総則・評価特別部会

義務教育検討チーム

高等学校検討チーム

学習指導要領改訂に向けた検討体制

特定分野に特異な才能のある児童生徒に係る特別の教育課程WG
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（１）中核的な概念等を活用した一層の構造化・
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第三章 多様な子供たちを包摂する柔軟な教育課程の在り方
（１）検討の前提（児童生徒の実態と現行制度の枠組み）
（２）義務教育段階（「調整授業時数制度」の創設等）
（３）高等学校段階における教育課程の柔軟化
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質の高い探究的な学びの実現

（１）情報活用能力の抜本的向上
（２）質の高い探究的な学びの実現
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（１）カリキュラム・マネジメントの在り方
（２）高等学校入学者選抜
（３）産業教育
（４）特別支援教育
（５）幼児教育
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審議経過

本特別部会においては、令和6年12月の文部科学大臣による諮問を受け、初等中等教育分科会や教育課程部会への報告を交えつ
つ、教育課程の枠組みに関する事項や教科横断的な事項を中心として審議を行ってきた。今般、13回にわたる検討の結果を暫定的に
取りまとめ、今後の本特別部会における更なる検討の深化や各WG等での検討の前提として整理した。

※本論点整理において「学習指導要領」という際、第一章～第二章においては「幼稚園教育要領」を含む
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次期学習指導要領に向けた検討の基盤となる考え方

主に第5,7章
（授業時数の適正化・平準化、教科書の精選、構造化、裁量的
な時間など様々な方策による教師・子供双方の「余白」の創出、
カリキュラム・マネジメント 等）

（Feasibility）

主に第3,7章
（調整授業時数制度、裁量的な時間、個別の児童生徒に係る教
育課程の仕組み、デジタル学習基盤を活用した学習環境デザイ
ン、個別最適な学び・協働的な学び 等）

②

多様な子供たちの「深い学び」を確かなものに

～あらゆる方策を活用し、三位一体で具現化～

学びをデザインする高度専門職としての教師
「裁量的な時間」をはじめ柔軟な教育課程による余白

デジタル学習基盤をはじめとする基盤整備
総合的な勤務環境整備

生涯にわたって主体的に学び続け、多様な他者と協働しながら、
自らの人生を舵取りすることができる 民主的で持続可能な社会の創り手 をみんなで育む

主に第2,3,4,6章
（生きて働く「確かな知識」の習得、資質・能力育成の具体
化・深化、「好き」を育み「得意」を伸ばす、情報活用能力
の抜本的向上、個別最適な学び・協働的な学び 等）

主体的・対話的で
多様性の包摂

（Excellence）
①深い学びの実装

（Equity）

実現可能性の確保③
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「裁量的な時間」をはじめ柔軟な教育課程による余白
デジタル学習基盤をはじめとする基盤整備学びをデザインする高度専門職としての教師

総合的な勤務環境整備

総合

課題設定
の充実

小

中

高

「好き」を育み、「得意」を伸ばす × 当事者意識を持って、自分の意見を
形成し、対話と合意ができる

好
き
・
得
意
を
ベ
ー
ス
と
し
た

主
体
的
な
進
路
選
択
の
促
進

特別活動

児童生徒主体のルール形
成や学校生活改善、行事
の創造等の明確化
（みんなが学びやすいルールや環
境の構築を含む）

納得解を形成しようとする
ことの重要性の明文化
（安易な多数決の回避や少数意
見の吟味）

興味・関心が広がる
教材・学習方法の選択を促進

考え、議論する
道徳の徹底
（主体的な判断の
重要性、知・徳・体
の調和のとれた発達
に向けた、道徳的価
値の対立を乗り越え
る必要性や道徳的
実践の強調）

自分の意見を表現する活動の充実

探究的な要素を持つ学習活動の充実

各教科等 道徳

【各教科等での検討イメージ】

（興味・関心）

生きて働く「確かな知識」の習得

※本イメージ図は,自らの人生を舵取りする力と民主的で持続可能な社会の創り手育成という今般の検討の一部を資料化したものであり、学習指導要領の改訂に関わる全ての要素を網羅する性質のものではない

家庭学習の内容を自律的に決められ
るような段階的指導
(家庭学習はじめ学習習慣の確立を含む)

他者と関わり協同する力の育成

障害や認知特性等
多様な実態を踏まえた調整
（教科等、家庭学習含む）

科学的知見も生かした
効果的な指導計画・授業方法
児童生徒の学習方略の指導

多様な子供を誰一人取り残さない
視点としての個別最適な学びと協
働的な学びの一体的充実

全ての活動の基盤としての
心理的安全性の確保

幼 言葉を用いて思考を深めていく指導

個
人
探
究

グ
ル
ー
プ
探
究

「主体的・対話的で深い学び」の実現を通じた
自らの人生を舵取りする力 民主的で持続可能な社会の創り手と 育成（今後の検討イメージ）
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「資質・能力の深まり」と「資質・能力の一体的育成」の可視化による「深い学び」の具現化

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

個別の知識や技能
(例）

個別の知識や技能が
相互に関連付けられて
一般化されながら
統合的に理解される

＜生きて働く＞

他の学習や生活の場面でも活用できる

個別の思考力、判断力、表現力等
(例) ・二つの数量の変化・対応関係を見いだし、式やグラフを用

いて考察する
・現実の事象にある二つの数量の関係を関数と仮定して
処理したりその結果に基づいて判断する

＜未知の状況にも対応できる＞

知識・技能を活用しながら、未知の場面でも課題を解決できる

・比例・反比例の理解
・一次方程式の解き方
・二元一次方程式を関数としてみなせることの理解
・現実の事象を関数でモデル化できることの理解
・二次関数でモデル化できる事象があることの理解

資質・能力の
「深まり」の
可視化

資質・能力の
「一体的育成」
の可視化

知識の理解も、それが生きて働くように深く学ぶことが重要。思考力、判断力、表現力等も、社会や生活で直面する未知の状況でも課
題解決に繋げていけるよう「質」を高めることが重要（資質・能力の「深まり」）

ある程度の知識・技能なしに思考・判断・表現することは難しいし、思考・判断・表現を伴う学習活動なしに、知識の深い理解と技能の
確かな定着は難しい（資質・能力の「一体的育成」））
こうした「資質・能力の深まり」と「資質・能力の一体的育成」を学習指導要領上で可視化することにより、資質・能力の関係性の
理解や、それらを一体的に育成するための教師の単元づくりを助け、「深い学び」を授業で具現化しやすくする

複雑な課題の解決に向け
て、個別の思考力、判断
力、表現力等を総合的に
働かせる

資質・能力の
「深まり」の
可視化

高次の資質・能力
知識及び技能に関する統合的な理解

個別の知識や技能が相互に関連付けられて
一般化され、統合的な理解となった姿

(例) 関数を使えば未知の状況を予測できる

思考力、判断力、表現力等の総合的な発揮

（例）現実の事象を数式でモデル化し、未知の状況を予測して、
具体的な解決策を選択する

複雑な課題の解決に向けて、個別の思考力、判断力、
表現力等を組み合わせたり選んだりして総合的に働かせた姿

高次の資質・能力

※「高次の資質・能力」は、個別の資質・能力が深まることで至る、「統合的な理解」や「総合的な発揮」を指し示すものであり、個別の資質・能力との関係で重要性の軽重を意味するものではない。 6



表形式による構造化パターン① （並列パターン）

（１）項目名
知識及び技能に関する統合的な理解 思考力、判断力、表現力等の総合的な発揮

◯学年
相当

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

◯学年
相当

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

◯学年
相当

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

(内容の
取扱い)

※表の読み方を示す柱書きや見出し、各項目の番号の示し方等の平仄については告示の検討に際して技術的に検討

この内容のまとまりを通じて獲得して欲しい統合的な理解
等を示す （検討項目④で詳細を検討）

この内容のまとまりにおける知識及び技能を活用しつつ、思考力、
判断力、表現力等を総合的に発揮して複雑な課題を解決で
きる力を示す（検討項目④で詳細を検討）

右に示す思考・判断・表現の過程で、
上に示す統合的な理解を獲得するため
に必要な要素となる知識及び技能を示
す
（検討項目⑤で詳細を検討）

左に示す知識及び技能を活用しながら、上に
示す複雑な課題の解決をする上で必要な要
素となる思考力、判断力、表現力等を示す
（検討項目⑤で詳細を検討）想定する指導

学年を明示す
る場合は、「◯
学年相当」とい
う形で示す。
(示さない場合
や、複数学年
毎に示す場合、
単学年毎に示
す場合など柔
軟に対応)

知識及び技能に対応する思考力、判断力、
表現力等が共通する場合など、分けて示す
必要がない場合は、可能な限り繰り返しを避
け、セルを統合して示すなど簡素な示し方とな
るよう工夫する。

資質・能力の一体的育成の可視化

資
質
・
能
力
の
深
ま
り
の
可
視
化

令 和 7 年 1 0 月 1 4 日
教 育 課 程 部 会
総 則 ・ 評 価 特 別 部 会
資 料 １ ー １ よ り 抜 粋
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◯学年相当 ◯学年相当 ◯学年相当

思考力、判断力、表現力等の
総合的な発揮

（１）項目名 （小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（２）項目名 （小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（３）項目名 （小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

知識及び技能に関する統合的
な理解

（１）項目名 （小見出し）
・
・

（２）項目名 （小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（３）項目名 （小見出し）
・
・

（４）項目名 （小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（内容の取扱い）

表形式による構造化パターン② （並行パターン）

※表の読み方を示す柱書きや、見出しや各項目の番号の示し方等の平仄については告示の検討に際して技術的に検討

左に示す統合的な理解を獲得し、上に示す思考・判断・表現を豊かにするた
めに必要となる知識及び技能を示す（検討項目⑤で詳細を検討）

下に示す知識及び技能を活用しながら、左に示す複雑な課題の解決をする
上で必要な要素となる思考力、判断力、表現力等を示す。
（検討項目⑤で詳細を検討）

想定する指導学年を明示する場合は、「◯学年相当」
という形で示す。(示さない場合や、複数学年毎に示す
場合、単学年毎に示す場合など柔軟に対応)

学年相当に分けて示す必要がない場合は、可能な限り繰り返しを避け、セルを
統合して示すなど簡素な示し方となるよう工夫する。

この内容のまとまりを通じて獲
得して欲しい統合的な理解
等を示す （検討項目④で
詳細を検討）

知識・技能を活用しつつ、思
考力・判断力・表現力等を
総合的に発揮して複雑な課
題を解決できる力を示す
（検討項目④で詳細を検
討）

資
質
・
能
力
の
一
体
的
育
成
の
可
視
化

資質・能力の深まりの可視化

令 和 7 年 1 0 月 1 4 日
教 育 課 程 部 会
総 則 ・ 評 価 特 別 部 会
資 料 １ ー １ よ り 抜 粋
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多様な個性や特性、背景を有する子供たちを包摂する柔軟な教育課程編成を促進するため、
児童生徒や地域の実態を踏まえて、必要に応じて以下のような取組の一部又は全部の実施を可能とする方向で検討

義務教育段階の柔軟な教育課程の方向性（調整授業時数制度）

1015単位時間

現行制度 教科A その他教科等教科B

教科標準時数

(３)裁量的な時間に調整授業時数を充てるこ
とも可能とすべき

(1)教科標準時数を下回ることが
可能な範囲を検討すべき

論点イメージ 教科等
D,E,・・・教科A 教科B,C,・・・

特に必要な
教科等が
ある場合

(５)調整授業時数を特に必要な教科
の開設に充てることも可能とすべき

(2)調整授業時数を別の教科等に
上乗せ可能とすべき

調整授業時数

裁量的な
時間

(４)裁量的な時間の一部を教育の質の向上を
目的とした、授業改善に直結する組織的な
研究・研修等に充てることも可能とすべき

減ずる

9



高等学校段階の柔軟な教育課程の方向性（単位制の大幅な柔軟化）

現行制度 必履修
科目A

選択
科目D

(2)減単をすることが可能な
範囲を検討すべき

論点イメージ

(1)必履修を含め複数科目を統合するなど
の柔軟な運用を各学校の判断で行えるよう
にすることを可能とすべき

(５)学校設定科目に係る修得
単位数を増やす方向で検討す
べき(現行は20単位まで)

選択
科目B

必履修
科目C

(６)週当たり授業時数の標準（
週30コマ）の示し方を検討す
べき

教科① 教科②
学校設定
教科・科目

履修順 履修順

卒業に必要な単位数: 74単位（１単位：週１コマ×年）

週当たり時数の標準(週30コマ)を機械的に当てはめた場合の履修単位: 90単位

上限: 20単位～

選択
科目D

科目Aと科目B
を組み合わせた科目AB

必履修
科目C

教科① 教科②
学校設定
教科・科目減単

(３)単位数を細分化して学期ご
との単位認定を容易にし、きめ
細かく増単・減単を可能とすべき

選択
科目F

必履修
科目E

教科③
履修順

選択
科目F

必履修
科目E

教科③
履修順

(４) 特定の生徒に対し一定の場
合に履修の免除・振り替えを認め
ることを可能とすべき

卒業に必要な単位数: 148単位（1単位：週１コマ×半期）

上限: 20単位

10



柔軟な教育課程編成の促進（小・中学校の全体イメージ）

1015単位時間

(３)裁量的な時間に調整授業時数を充てることも可能とすべき
(４) その一部を教育の質の向上を目的とした、授業改善に直結する組織的
な研究・研修等に充てることも可能とすべき

(1) 教科標準時数を下回ることが
可能な範囲を検討すべき

教科等
D,E,・・・教科A 教科B,C,・・・

特に必要な
教科等が
ある場合

(５)調整授業時数を特に必
要な教科の開設に充てる
ことも可能とすべき

(2)調整授業時数を別
の教科等に上乗せ
可能とすべき

調整授業時数

裁量的な
時間

減ずる

個
々
の
児
童
生
徒

に
着
目
し
た
特
例
の

新
設
・
拡
充

日
本
語
指
導
が

必
要
な
児
童
生
徒

学
齢
超
過
者

2階

学
校
と
し
て
編
成
す
る

教
育
課
程
の
柔
軟
化

1階

校
内
外
の
教
育
支
援

セ
ン
タ
ー
等
に
通
う

不
登
校
児
童
生
徒

特
定
分
野
に

特
異
な
才
能
の
あ
る

児
童
生
徒

拡充 新設 新設

※創意工夫を引き出すためのカリキュラム・マネジメントの実質化や指導主事の機能強化も図る

 多様な個性や特性、背景を有する子供に対応するため、「学校」と「個々の児童生徒」単位の柔軟化を組み合わせ、「２階
建て」で複層的に包摂できる、柔軟な教育課程の仕組みの構築に向かうことが重要

 「２階」の特例の適用がある児童生徒も、「１階」で他の児童生徒とともに学びやすくなるなど、全体としての包摂性を高める
方向で制度設計する必要

・学年区分
の取扱い
・週あたり
授業時数

の柔軟化
※

日
本
語
指
導
は
必
要
に
応
じ
た

「
取
り
出
し
」
指
導
等
を
行
う
も
の

※

高
度
な
内
容
に
係
る
部
分
以
外
は
、

基
本
的
に
通
常
の
教
育
課
程
と
同
様

通
級
指
導
が

必
要
な
児
童
生
徒

拡充

※

通
級
指
導
は
必
要
に
応
じ
た

「
取
り
出
し
」
指
導
等
を
行
う
も
の

※教育委員会による支援を前提としつつ、大学等の協力も得る。全体としてデジタル技術を積極的に活用して対応
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学習指導要領の構造化・柔軟な教育課程を契機とした教科書等の改善

①
学
習
指
導
要
領
の
構
造
化

知・技 思・判・表

中核的な概念の深い
理解（仮）

複雑な課題の解決
（仮）

知・技
思・判・表
知・技
思・判・表 知・技 思・判・表

 生成AIが飛躍的に発展する中、個別の知識の集積にとどまらない概念としての習得や深い
意味理解を促し、学ぶ意味、社会やキャリアとのつながりを意識した指導が一層重要

 そのため、学習指導要領において、各教科等の本質的理解（中核的な概念等）の獲得に
重点を置き、学校段階や教科等の特性を踏まえつつ、そのために必要な学習内容を検討し
たり、必要に応じた精選の上で構造化

③
教
科
書
の
重
点
化
・
内
容
の
精
選

 学習に必要な情報の大半を網羅
 多数の用語・キーワード等の豊富な事実

的知識やその確認問題
 教科書の指導で授業が完結

（→依然として教科書「を」教える実態も）

内容事項を順に列記 中核的な概念等を基に構造化

現在 改善の方向性

 補足的に活用
 児童生徒の関心等に応じた多様な教材活用
 紙に加え、デジタル学習基盤や学校図書館・公立図
書館がインフラとして機能

 中核的な概念等の獲得に資する内容に重点化・内容
を精選

 教科書「を」教えるから、教科書「で」教えるへ
教
科
書

そ
の
他

の
教
材

改善の方向性

②
標
準
授
業
時
数
の
弾
力
化

 調整授業時数制度により、各教科の標準授業
時数を減じて生み出した授業時数を、他教科
等や「裁量的な時間」等への充当を可能とする
ことを検討

下回る各教科の時数

減

裁量的な時間
他教科の増
新教科創設 等

多様性を包摂し、教育の質を高める「余白」

探究学習や裁量的な時間の余白創出

④
入
試

「教科書を全て教えなければならない」という網羅主義を脱して、学習指導や教科書の改善を実効性あるものとするとともに、教育課程の
実施に伴う教師・生徒の負担を軽減するためには、高校入試の改善を一層進めていくことが必要。（第七章（２）参照）

改善の実効性確保

※上限は現在の時数特例では１割、今後、拡大の適否を検討
※精選：多くの中から良いものをよりすぐること

精
選

中核的な概念等を
掴みやすい方向で改善

裁量の余地を増やす方向で改善
（各教科の標準を下回る時数で指導可能に）

現在の在り方

教師用指導書は、
精選された教科
書の分量や裁量
の余地を踏まえつ
つ、多様な授業ア
イデアや教材活用
の可能性を盛り込
む方向で改善を
要請する方向
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現
状

改
善
の
方
向
性

小学校 中学校 高等学校

③ 情報科で内容を学ぶ
（情報Ⅰが必履修、
情報Ⅱが選択科目）

② 技術・家庭科（技術分
野）の内容の一領域
（情報の技術）で学ぶ

① 各教科等の学習活動を
通じて学ぶ（どこで何を
学ぶか明記なし）

② 学ぶ内容を深め・広げる（情報
の技術以外の領域でも産業の
現状も踏まえ、情報技術活用
の観点を重視）

③ ①②の検討を踏まえ、情報科
の内容を深める方向で改善

・リアルな学びをデジタルで支える
・探究的な学びと連携して育成 これらの視点から内容を体系化

情報活用能力の抜本的向上の方向性イメージ（教育課程の改善）

① 一定の時間を確保して内容の着
実な育成を図る（総合的な学習
の時間における探究的な学びとの
具体的な連携の在り方に配慮）

各教科等 技術・家庭科 技術分野 情報科

情報の領域（仮称）
（総合的な学習の時間に付加） 情報・技術科（仮称） 情報科
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幼児教育 小学校
低学年 中学年 高学年

中学校 高等学校

遊びを通
した学び

生活科
※具体的な活動
や体験を通じた

学び

探究

総合的な
学習の時間

総合的な
探究の時間

情報科

 主体的に学び、自らの人生を舵取りする力の育成や、多様で豊かな可能性を開花させる教育の実現を図るためには、一人ひ
とりが初発の思考や行動を起こしたり、好奇心を深掘りする中で、学びを主体的に調整し、自身の豊かな人生やより良い社会
につなげていく「質の高い探究的な学び」の実現が不可欠

 この実現に向け、情報活用能力を各教科等のみならず、探究的な学びを支え、駆動させる基盤と位置付け、探究・情報の
双方の観点から大幅な改善を図る (1) (4)とともに、教育の質向上と教師の負担軽減を両立させる方策(2)(3)(5)を検討すべき

（1）総合的な学習の時間に情報
活用能力を育む領域を付加すべき。
その際、自己の生き方を考えていく
ための資質・能力を育成するという、
探究の特質が十分に発揮されるよう
留意すべき

（4）探究の質の向上を図る上で基盤となる情報活用能力の抜本的向上に向けて、
技術分野の内容の大幅な充実を図るべき

（2）探究の質の向上及び学校の負担軽減
を図るため、実践の蓄積を可視化する形で、裁
量性を維持しつつ、教員や児童・生徒が参照
できる参考資料を作成すべき

（3）中学校及び高等学校での実践の蓄積や、新たな枠組みの全体像を踏まえ、
「目標」等の示し方を検討すべき。その際、小中学校での名称についても検討すべき

（5）情報技術は変化が極めて激しいことを踏まえ、教師の負担を軽
減する動画教材等を国が提供・更新すべき14

総合的な
学習の時間

＋情報の領域
（仮称）

情報・技術科
（仮称）

※自己の在り方生き方と一体
不可分な課題に取り組む

※課題解決を通じて
生き方を考える

活用

自発的な活動としての

※小中の系統性を踏まえて情報科
の内容を充実する方向で検討

活用 活用

各 教 科 等 ※育んだ情報活用能力を各教科での探究的な学びを支え、駆動させる基盤としても活用

質の高い探究的な学びの実現に向けた新たな枠組み（ ②全体イメージ）

活用 活用

活用
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評定せず評 定

知識・技能 思考・判断・表現

総括

(Ａ、Ｂ、Ｃ)

小学校３段階、中学校・高校５段階

(Ａ、Ｂ、Ｃ)

学びに向かう力
・人間性

目標準拠評価 目標準拠評価

各教科等の「学びに向かう力
の３要素」（※2）を基に示す
「見取る姿（仮称）」につい
て、評価期間全体を通じた「
継続的な発揮」を見取れた
場合、「思・判・表」の観点別
評価に「◯」を付記する

個人内評価

総合所見欄等に反映

「学びに向かう力・人間性等」の特質に応じた新たな観点別評価
【論点整理で示した改善の狙い】
論点整理では、以下のような改善を意図した「学びに向かう力・人間性等」（以下「学びに向かう力」）の評価の改善が提言された。
 形式的かつ過度な評価材料集めを抑制しつつ、多様な子供達一人一人の良さや成長を肯定的に評価できるよう、実質化を図る
 「思考・判断・表現」の過程で一体的に見取ることとし、学びの主体的な調整が必要となる学習課題を核とした指導・評価の改善を促す

具体的には、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」（以下「思・判・表」）は従前同様に目標に準拠した観点別評価・評定を行うこととしつつ、
「学びに向かう力」については「総合所見欄」における教育課程全体を通じた個人内評価と、各教科等における「思考･判断・表現」の観点別評価への「◯」の付記を組み
合わせた評価方法を導入することとし、「学びに向かう力」という資質・能力の特質に合わせた評価方法への改善を目指すこととした。

【更なる検討課題と方向性】
①「学びに向かう力」の評価における「◯」の付記の具体的な運用方法
（方向性）各教科等ごとに示す「見取る姿（仮称）」（※1）をできるだけ長い期間を通じ、全体として「継続的な発揮」を見取る

「学びに向かう力」が「思・判・表」と一体的に表出し、学習評価では不可分。「◯」は「思・判・表」の観点別評価を介し、一体的な勘案の結果として評定
にも影響

②「高次の資質・能力」の関係性の整理
（方向性）「高次の資質・能力」は直接の評価対象とはせず、教師が単元を構想し、「深い学び」の実現に資する学習過程や評価課題のデザインに活用するなど、

指導や評価の改善に活用
③シンプルで資質・能力の育成に繋がる学習評価のプロセスの整理
（方向性）新たな学習評価の仕組みを学習・授業の改善に結びつけていくことができるよう、学習評価の手順をシンプルに再整理し、「文書作成」のプロセスとしてで

はなく、指導と評価の「構想」のプロセスとして示す

「見取る姿」に基づく
「◯」の付記

（※2） 「初発の思考や行動を起こす力・好奇心」「学びの主体的な調整」「他者との対話や協働」（※1） 国において示し、各学校がそのまま活用可能なものとする前提で検討

令 和 ８ 年 ３ 月 ３ ０ 日
教 育 課 程 部 会
総 則 ・ 評 価 特 別 部 会
資 料 １ ー １ よ り 抜 粋
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１．今後のスケジュール

 教育課程企画特別部会で本「論点整理」を取りまとめ、教育課程部会に報告した後、既に設置されている総則・評価特別部会や
各WGにおいて、第一章～第七章の方向性や内容、全国学力・学習状況調査等の各種データで明らかになった教科ごとの課題等
を十分に踏まえて検討を進め、遅くとも令和８年の夏頃までに取りまとめを行う

 その後、教育課程部会での「審議まとめ」を経た上で、令和８年度中に中央教育審議会として「答申」が取りまとめられるよう、検討
を進める

２．本部会と各WGとの関係

 今後の総則・評価特別部会や各WGにおける審議は、本「論点整理」を的確に踏まえ、各教科等固有の議論を加味、共有しつつ、
更に豊かなものとすることが極めて重要であり、各教科等や学校段階に閉じたものであってはならない

 このため、教育課程企画特別部会は、教科等横断的・共通的な事項の具体化を担う総則・評価特別部会とともに、各WGの議論
の状況を把握し、教育課程全体としてどのような資質・能力を育成するか、積極的に調整する役割を果たす

３．その他

 第四章において、小学校の総合的な学習の時間に情報の領域（仮称）を付加し、中学校で情報・技術科（仮称）を創設する
方向性を示したが、これに伴う標準授業時数の増加について、諮問で示されている年間の標準総授業時数を現在以上に増加させ
ないとの方針を前提としつつ、教育課程企画特別部会及び総則・評価特別部会にて教育課程全体を見通した観点から検討を行
い、令和８年の春頃を目途に一定の結論を得ることとする

● 中央教育審議会及び文部科学省は、本「論点整理」の内容について、教育基本法をはじめ現行法令を踏まえつつ、教師や学校、
教育委員会はもとより、首長部局、保護者や地域住民、民間の担い手を含め社会全体が理解でき、浸透するようにするとともに、教
師や学校、教育委員会が、現時点から次期学習指導要領への見通しを持って取り組めるように、あらゆる方策を尽くす。

今後の検討スケジュール・検討の在り方等

16



資質・能力の構造化の状況を踏まえた更なる検討の方向性（案）抜粋
（令和８年２月２日 教育課程企画特別部会 資料２ー２）

６．趣旨を実現するための教科書の在り方の更なる検討
 企画特別部会の論点整理においては、今般の構造化の趣旨を踏まえて教科書の内容は「統合的な理解」
「総合的な発揮」をつかみ取りやすくなるものに精選していくとともに、その分量の在り方に関しては、調整授業
時数制度の下で、調整後の時数で十分に指導可能なものとなるよう検討すべきとの方針を示している。

 一方で、教科書会社からは、そうした「高次の資質・能力」をつかみ取りやすい教科書は具体的にどのようなも
のかイメージが湧きにくいという声もあり、総則・評価特別部会においては、各教科等WGにおいて「高次の資
質・能力を掴みやすい当該教科等の教科書の在り方について、内容の精選の在り方も含めて検討を行う」方
針が示されているところ。

 これらの方針を踏まえつつ、各教科等WGにおいては、
 ３．に示す個別の資質・能力の整理と必要に応じた精選の検討を着実に進めていくとともに、
 「高次の資質・能力」をつかみ取りやすい単元・授業づくりに資する観点から、現在の教科書のどういった
内容を精選対象とすることが考えられるか、またどういった構成上の工夫が考えられるかといった点について
のアイデア出しを行い、教科書会社における教科用図書の編纂の参考となるよう検討を進める

こととしてはどうか。

 中央教育審議会におけるこれらの検討状況も踏まえつつ、調整授業時数制度を活用して標準を下回って時
数を設定した後の授業時数でも、教科用図書の内容を適切に取り扱った指導が可能となるような教科書編
纂を促すための仕組み作りなどについて、検定調査審議会において具体的に検討することとしてはどうか。
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